
 

 今年 7月の定期報告書の提出に向けた早期の準備をおすすめします！ 

 

中長期計画書・定期報告書の書き方 
―改正省エネ法、補助金他も説明― 

 

               【開催日時】             
開催日 時間 募集人員 

 1月 16 日（木） 9:30～16:30 20名 

 

＊最少開催人員５名 
 
   【会場】 電力ビル本館９階 会議室２（仙台市青葉区一番町） 
 

〔徹底した省エネ〕のキャッチフレーズの下、省エネ法執行強化が図られてお
り、今般、改正された省エネルギー法他、最新の情報を解説いたします。 

 

当講座は、中長期計画書、定期報告書の作成について、記載例を解説しながら理解を深めてい 

ただくとともに、平成２８年から始まった特定事業者のクラス分け制度に関する状況、それを踏ま 

えた令和２年度の定期報告で注意しなければならない点、その他定期報告作成上必要なエネルギ 

ー消費原単位の分析上のポイント、温室効果ガス排出量の算定などについてもわかりやすく解説い 

たします。加えて、中長期計画書の実施に役立つ最新の補助制度等、国の支援策等の概要について

も下記について説明いたします。 

 今年度、異動にて新たに担当者となられた方、エネルギー管理研修（新規講習）を受講し、今後 

担当となる方、また、会社内で省エネを着実に推進したい全ての方々への受講をお勧めいたします。 

 

記  
  
【カリキュラム（予定）】 

9: 30 ～ 12 : 00 徹底した省エネについて、改正された省エネ法について 
事業者クラス分け制度の現況、中長期計画書の作成のポイント、 
エネルギー消費原単位、省エネ導入補助金等の利用 

 
13 : 00 ～ 16 : 30 定期報告書作成（令和元年度の定期報告ポイント）、 

原単位対前年度比較、CO2算定報告 
 
 

【受講料】 
 

受講料（消費税等込） 

賛助会員 一般 

16,500 22,000 

 

 

 

 

お申し込みの方には 
会場案内図を 
お送りします 

 

「エネルギー効率化」は人類の福祉向上と地球環境保全に貢献します 
 



 

 

 

１．募 集 人 員   ２０名（最少開催人員 ５名） 

（お申込先着順。お早めにお申込み下さい） 

なお、最少開催人員に達しない見込みの場合には中止することがあります。 

その際には、１週間前までに申込責任者の方にご連絡いたします。 

 

２．申込み方法   下記の受講申込書に記入後、ファックスまたはＥ-mailにてお申込下さい。 

受付次第、受講票･請求書･会場案内図を郵送いたします。 

                    

３．受 講 料  賛 助 会 員     16,500 円 

   （消費税込）  一 般           22,000 円 
 

４．支払い方法     請求書がお手元に到着次第、指定口座にお振り込みください。 

 （振込み手数料はご負担いただきますようお願いします） 
お振り込みは、原則として当該講座の開催日前日までにお願いします。 
【ご注意】 お申し込み講座の実施日前１週間以内のキャンセルについては、理由の如何を問

わず受講料はご請求させて頂きます。代理の方の出席をご検討下さい。 

 

５．問い合わせ先       一般財団法人/ 省エネルギーセンター 東北支部  尾崎 

〒９８０－０８１１ 仙台市青葉区一番町３－７－１ 電力ビル本館８階 

℡：０２２-２２１－１７５１  Fax：０２２-２２１－１７５２  E-mail：thk@eccj.or.jp   
 

（ 切り取らずに送信して下さい ）                               
 

  

１/１６「中長期計画書・定期報告書の書き方」受講申込書 

                                       令和 年   月   日 
 
会社名 賛助会員番号 

住 所 〒 
ＴＥＬ： 

 
ＦＡＸ： 

申込責任者 氏名 

  

所属部署・役職名 

 

 

受 講 者 氏 名 

 

所 属 部 署 名 受 講 料 

  円 

  円 

  円 

 

今回のようなご案内の送付を希望される方はｅメールのアドレスをお書きください 

  
 
 

 

申し込み要領 

▼FAX:022-221-1752 または Email:thk@eccj.or.jp まで ▼ 

mailto:thk@eccj.or.jp

